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新潟市水道局建設工事総合評価方式試行要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、新潟市水道局（以下「水道局」という。）が発注する建設工事において、工

事の品質確保を目的として価格及び価格以外の技術的な要素を総合的に評価して落札者を決定

する方式（以下「総合評価方式」という。）に関し、必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 総合評価方式とは、価格のほかに価格以外の技術的な要素を評価の対象に加え、品質や

施工方法等を総合的に評価し、技術力と価格の両面から最も優れたものをもって申し込みをし

た者を落札者とする方式をいう。 

２ 総合評価方式は、当該工事の難易度等に応じて以下のとおり区分する。 

（１）特別簡易型 

技術的な工夫の余地が小さい工事で、施工の確実性を確保するため、同種・類似工事の

経験、工事成績等に基づき技術力と価格とを総合的に評価するものとし、以下のとおり区

分する。 

① 特別簡易ⅰ型 

技術力評価の内、地域貢献（特に地域拠点）を重視して評価するもの 

② 特別簡易ⅱ型 

技術力評価の内、地域貢献を重視して評価するもの 

（２）簡易型 

技術的な工夫の余地が小さい工事で、施工の確実性を確保するため、簡易な施工計画や

同種・類似工事の経験、工事成績等に基づき技術力と価格とを総合的に評価するものとし、

以下のとおり区分する。 

① 簡易ⅰ型 

技術力評価の内、災害活動や修繕協力等の実績を重視して評価するもの 

② 簡易ⅱ型 

技術力評価の内、企業の施工能力を重視して評価するもの 

③ 簡易ⅲ型 

工事毎に基準を定め評価するもの 

（３）標準型 

技術的な工夫の余地の大きい工事で、水道局が求める工事内容を実現するための施工上

の技術提案を求める場合において、安全対策、交通・環境への影響、工期の縮減等の観点

から技術提案を求め、技術提案に係る具体的な施工計画や同種・類似工事の経験、工事成

績等と併せ、技術力と価格とを総合的に評価するもの 

（４）高度技術提案型 

技術的な工夫の余地の大きい工事で、構造物の品質向上を図るための高度な技術提案を

求める場合において、強度、耐久性、維持管理の容易さ、環境の改善への寄与、景観との

調和、ライフサイクルコスト等の観点から高度な技術提案を求め、技術提案に係る具体的
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な施工計画や同種・類似工事の経験、工事成績等と併せ、技術力と価格とを総合的に評価

するもの 

 

（工事の選定） 

第３条 総合評価方式による工事の選定に当たっては、以下の基準による。 

（１）特別簡易型又は簡易型を適用する工事 

技術的な工夫の余地が小さい工事で、新潟市水道局請負工事等審査委員会（以下「審査

委員会」という。）が適当と認める工事 

（２）標準型又は高度技術提案型を適用する工事 

以下の一に該当する工事で、審査委員会が適当と認める工事 

ア 総合的なコスト縮減に関する技術提案 

入札者の提示する性能等によって、工事に関連して生ずる補償費や維持更新費を含む

ライフサイクルコストを加えた総合的なコストに相当程度の差異が生ずると認められる

工事 

イ 社会的要請への対応に関する技術提案 

環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、省資源対策又はリサイクル対策等社会的

要請への対応を必要とする工事であって、入札者の提示する性能等によって、工事価格

の差異に比べて対策の達成度に相当程度の差異が生ずると認められる工事 

ウ 工事目的物の性能・機能の向上に関する技術提案 

入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比べて、工事目的物の初期性能

の持続性、強度、安定性などの性能・機能に相当程度の差異が生ずると認められる工事 

エ その他標準型又は高度技術提案型に適すると認められる工事 

 

（技術評価委員会の設置） 

第４条 総合評価方式を実施する場合において、価格以外の技術的な要素の審査及び評価等を行

うため、技術評価委員会を設ける。 

２ 技術評価委員会の運営等に関し必要な事項は別に定める。 

 

（入札参加資格） 

第５条 総合評価方式による入札に参加することができる者に必要な資格（以下「入札参加資格」

という。）は、新潟市水道局建設工事一般競争入札実施要綱（以下「要綱」という。）第３条の

規定を適用する。 

 

（施工能力の審査及び価格以外の技術的な要素の評価） 

第６条 施工能力の審査及び価格以外の技術的な要素の評価については、次の各号に掲げる区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める技術資料により行う。 

（１）特別簡易型 

① 特別簡易ⅰ型 

ア 地域貢献度等・企業の技術力確認資料（別記様式第１号） 



 

 - 3 - 

イ 配置予定技術者の能力確認資料（別記様式第２号） 

ウ 配置予定技能者の能力確認資料（別記様式第３号） 

エ 工事成績 

② 特別簡易ⅱ型 

ア 地域貢献度等・企業の技術力確認資料（別記様式第１号） 

イ 配置予定技術者の能力確認資料（別記様式第２号） 

ウ 配置予定技能者の能力確認資料（別記様式第３号） 

エ 工事成績 

（２）簡易型 

① 簡易ⅰ型 

ア 地域貢献度等・企業の技術力確認資料（別記様式第１号） 

イ 配置予定技術者の能力確認資料（別記様式第２号） 

ウ 配置予定技能者の能力確認資料（別記様式第３号） 

エ 施工上の課題に対する技術的所見を記した簡易な施工計画書（別記様式第４号） 

オ 工事成績 

② 簡易ⅱ型 

ア 地域貢献度等・企業の技術力確認資料（別記様式第１号） 

イ 配置予定技術者の能力確認資料（別記様式第２号） 

ウ 施工上の課題に対する技術的所見を記した簡易な施工計画書（別記様式第４号） 

エ 工事成績 

③ 簡易ⅲ型 

その都度個別に定める資料 

（３）標準型 

ア 地域貢献度等・企業の技術力確認資料（別記様式第１号） 

イ 配置予定技術者の能力確認資料（別記様式第２号） 

ウ 発注者が標準として示した図面及び仕様書（以下「標準案」という。）の内容につい

て、標準案と同等又は優れた技術提案及び当該技術提案に係る具体的な施工計画（以

下「技術提案」という。）を記した技術提案書（別記様式第５号） 

エ 工事成績 

（４）高度技術提案型 

その都度個別に定める資料 

 

（入札公告） 

第７条 総合評価方式を行おうとする場合は、要綱第４条に規定する入札公告（以下「公告」と

いう。）において、入札参加希望者に技術資料の提出を求める。 

２ 前項の規定により公告を行う場合においては、次に掲げる事項を明示するものとする。 

（１）当該工事が総合評価方式の対象工事であること。 

（２）総合評価の方法及び落札者の決定方法 

（３）技術資料の提出方法 
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（４）受注者の責により、技術資料の内容が満足できない場合の措置 

（５）その他総合評価方式を行う上で必要な事項 

 

（入札参加申請及び書類の準備・提出） 

第８条 総合評価方式による入札に参加しようとする者（以下この条において「入札参加希望者」

という。）は、公告に定める期間及び方法により一般競争入札参加申請を水道事業管理者（以下

「管理者」という。）に対して行わなければならない。 

２ 入札参加希望者は、第６条各号に掲げる当該入札の対象となる工事の区分に応じ、それぞれ

同条各号に定める技術資料を技術資料等の提出について（別記様式第６号）に添えて公告に定

める期間及び方法により提出しなければならない。 

３ 第１項の入札参加申請を行った者は、入札日までに要綱第５条第２項に掲げる入札参加資格

審査書類及び技術資料を証明する書類を用意しておかなければならない。 

４ 入札参加申請をした者が特定共同企業体である場合は、前項の規定に加えて入札日までに要

綱第５条第３項に掲げる入札参加資格審査書類を用意しておかなければならない。 

５ 第１５条に規定する落札候補者の公開までは、入札参加申請者を非公開とする。 

 

（入札及び開札） 

第９条 入札参加者は、公告に定める期間及び方法により入札しなければならない。 

２ 開札は、公告に示す日時及び場所で行う。 

 

 （技術資料の評価） 

第１０条 第８条第２項の規定により提出された技術資料は、第４条第１項に規定する技術評価

委員会により評価を行う。 

２ 技術資料の評価を行う場合は、必要に応じ、入札参加者に対してヒアリングを実施すること

ができる。 

３ 第６条第１項第２号に規定する簡易な施工計画書若しくは同項第３号に規定する技術提案書

の内容が白紙のとき又は公告で定める期間に提出しないときは、その入札は失格とする。 

 

（学識経験者への意見聴取） 

第１１条 管理者は、地方自治法施行令第１６７条の１０の２第４項及び第５項（同令第１６７

条の１３により準用する場合を含む。）並びに同法施行規則第１２条の４の規定により、総合評

価方式における落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、２人以上の学識経験を

有する者（以下「学識経験者」という。）の意見を聴かなければならない。 

２ 管理者は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて

落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くも

のとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しよ

うとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。 

３ 前２項において学識経験者から意見を聴取するため、水道局に新潟市水道局総合評価アドバ

イザー（以下「アドバイザー」という。）を置く。 
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４ アドバイザー制度運営等に関し必要な事項は別に定める。 

 

（技術提案の改善） 

第１２条 技術評価委員会は、技術提案において、内容の一部を改善することでより優れた技術

提案となる場合や提案の不備を解決できる場合は、提案者に対し、当該技術提案の改善を求め

又は改善を提案する機会を与えることができる。 

２ 前項の場合において、技術評価委員会は、透明性、公正性の確保のため、技術提案の改善に

係る過程について、その概要を速やかに公表しなければならない。 

 

（高度の技術等を含む技術提案を求めた場合の設計額） 

第１３条 当該工事の担当課長は、新技術及び特殊な施工方法等の高度な技術又は優れた工夫を

含む技術提案を求めた場合には、経済性に配慮しつつ、各々の提案とそれに要する費用が適切

であるかを審査し、最も優れた提案を採用できるよう設計額を作成することができる。 

２ 前項の場合において、当該技術提案の審査に当たり、アドバイザーの意見を聴くものとする。 

 

（総合評価の方法及び落札候補者の決定） 

第１４条 総合評価の方法は、予定価格の制限の範囲内で入札価格に基づいて算定した価格評価

点に、入札参加者から提出された技術資料について、各評価項目を点数化した得点の合計点（以

下「技術評価点」という。）を加えたものを総合評価点（以下「評価点」という。）とする加算

方式によるものとする。 

２ 価格評価点及び技術評価点の配点及び算定基準については、別に定める。 

３ 第１項の規定により評価点の最も高い入札参加者を落札候補者とする。ただし、落札候補者

となった者の入札価格が新潟市水道局低入札価格調査実施要領第３条に該当する場合は、低入

札価格調査を行う。 

４ 評価点の最も高い者が２人以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。 

 

（落札候補者の公開と疑義照会） 

第１５条 第１０条第１項の規定により技術資料の評価を行った者は、前条に規定する落札候補

者の決定に関し、評価の経過等を明らかにした評価調書を整備しなければならない。 

２ 総合評価方式により落札候補者を決定したときは、速やかに次の事項を公開しなければなら

ない。 

（１）入札参加者名 

（２）各入札参加者の入札金額 

（３）各入札参加者の価格評価点 

（４）各入札参加者の技術評価点 

（５）各入札参加者の評価点 

３ 入札参加者は、前項の規定により公開された評価点等について、疑義の照会をすることがで

きる。 

４ 前項の規定により照会があった場合は、その結果を当該入札参加者に速やかに回答するとと
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もに、公開するものとする。 

 

（入札参加資格審査書類の提出） 

第１６条 落札候補者は、落札候補者とする旨の宣言又は通知を受けた日の翌日（その日が新潟

市の休日を定める条例（平成元年新潟市条例第３５号）第１条第１項各号に規定する日に当た

る場合については、これらの日の翌日）までに、第８条第３項及び第４項で規定した入札参加

資格審査書類、技術資料を証明する書類並びに要綱第７条に規定する入札参加資格審査書類の

提出について（要綱別記様式第５号）を持参又は電子メールにより提出しなければならない。 

２ 落札候補者が前項の規定による提出期限内に入札参加資格審査書類等を提出しないとき、又

は落札候補者が入札参加資格審査のために管理者が行う指示に従わないときは、当該落札候補

者の入札を無効とする。 

 

（入札参加資格の審査及び落札者の決定） 

第１７条 要綱第８条の規定は、総合評価方式に準用する。この場合において、同条第３項中「入

札の次順位者」とあるのは「評価点の次順位者」と、同条第６項中「４日」とあるのは「８日」

と読み替えるものとする。 

 

（技術資料の担保） 

第１８条 落札者となったものが、契約後、その者の責により、第８条第２項の規定により提出

された技術資料の内容が満足できない場合は、以下の措置を講じる。 

（１）技術資料の内容と施工等の内容に著しい差異があるときは、工事請負契約約款第４５条

の規定による契約解除を行うことができる。 

（２）新潟市水道局工事成績評定実施要領に規定する工事成績評定において、マイナス評価と

する。 

 

（技術資料の秘密の保持） 

第１９条 管理者は、第８条第２項の規定により提出された技術資料について、公にすることに

より、入札参加者等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、

これを公開しないものとする。 

 

（技術提案内容の使用） 

第２０条 技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状

態となった場合、提案者に通知することなく、水道局が発注する工事に無償で使用できるもの

とする。ただし、工業所有権等の排他的使用を有する提案についてはこの限りではない。 

 

（書類等の作成費用） 

第２１条 入札参加申請者が技術資料の作成に要した一切の費用は、入札参加申請者の負担とす

る。 

 



 

 - 7 - 

（その他） 

第２２条 この要領に定めない事項及びこれによりがたい事項については、要綱によるもののほ

か必要に応じて別に定めるものとする。 

 

 

附 則 

１ この要領は、平成２１年１月８日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２１年１０月９日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２２年１０月１５日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２２年１２月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和４年５月１９日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 


